
200円

※　職員2名での訪問の場合同額が加算されます。

【利用対象者】
①65歳以上で、基本チェックリストにより対象になった方
→　（事業対象者） 対象者→事業対象者、支援１
②要支援認定を受けている方
→　（要支援１、要支援２）

訪問介護相当サービス

対象者→事業対象者、支援１・２ ※支援２の方は、原則現行型を利用します。

　 ただし、ケアマネジメントによりＡ型を利用する事もできます。

ご不明な点がございましたら事務室までお問い合わせ下さい。

〒329-2763　栃木県那須塩原市井口533-20
◆特別養護老人ホーム・ショートステイ◇

●初回加算 200円 ℡　0287-37-1160　　Fax　0287-37-7688（共通）
総単位数の24.5％相当 ◆デイサービスセンター◇

℡　0287-37-5531
◆ホームヘルプサービス◇
℡　0287-37-1184

●初回加算

※新規の事業対象者又は介護保険の認定申請（新規又
は更新）は非該当になったが、基本チェックリストにより
事業対象となった方は、Ａ型のみの利用となります。

総合事業（訪問型サービス）

200円

訪問型Ⅰ
〈週１回程度〉

１月４回超 1,176円／月

１月４回まで 287円／回

令和6年8月1日

ホームヘルプサービス　栃の実荘　利用料金表

106円

＊（訪問型サービスＡは除く）

訪問型サービスＡ

訪問介護（1回あたり）

訪問型Ⅱ
〈週２回程度〉

１月８回超 2,344円／月

１月８回まで

20分未満 163円

1時間以上1時間30分未満

259円

409円

595円

【身体介護】

●介護職員処遇改善加算Ⅰ

30分以上45分未満220円

45分以上1時間未満

30分未満

30分以上1時間未満

30分以上1時間未満 387円

20分以上30分未満

総単位数の24.5％相当

244円

【家事援助日中】

30分未満

45分以上

20分以上45分未満 179円

【生活援助】

175円／回

946円／月

215円／回

障害者総合支援（1回あたり）

●介護職員処遇改善加算 基本料金及び加算合計の15％

●初回加算

●特定事業所加算Ⅱ 所定単位数の10％加算

154円

200円

【身体介護日中】

●介護職員処遇改善加算Ⅰ

訪問型ＡⅠ
〈週１回程度〉

（２０分以上４５分未満）

訪問型ＡⅡ
〈週１回程度〉

（４５分以上６０分まで）

１月４回超

１月４回まで

１月４回超

１月４回まで

　 原則として負担割合証に応じた額になります。
287円／回

＊上記の利用料金は、負担割合証が1割の方になります。

訪問型Ⅲ
〈週２回超〉

※支援1は対象外

１月１２回超

１月１２回まで

3,727円／月

287円／回

770円／月


